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令和８年度福井市建設工事入札契約における 

方針及び留意事項 

 

 

１ 条件付き一般競争入札 
 

原則、「事後審査型」での執行とします。 

以下「条件付き一般競争入札」と表記する箇所については、すべて「条件付き一般

競争入札（事後審査型）」と読み替えてください。 

設計金額（税込）１，０００万円以上での執行を継続します。 

※工事内容等によっては、１，０００万円未満であっても、条件付き一般競争入札を実施す

る場合があります。 
 

(1) ランク制について   

令和５年５月１日から業者の登録にランク制を採用しています。格付け基準と発注基準は

別紙のとおりです。 
 

(2) 手持ち工事件数 

条件付き一般競争入札（上下水道局案件除く）の手持ち工事件数を１者５件以下とします。 

ただし、総合評価方式、特定企業体（JV）、指名競争入札工事、及び災害復旧工事について

は、手持ち工事の対象外とします。 

上記の条件に関わらず、同一事業又は同一工種など同時期に複数の入札案件が行われる場

合には、別に手持ち工事件数又は落札件数などを制限することがあります。 

※緊急のやむを得ない事情がある場合等については、別途制限を緩和する場合があります。 
 

(3) 設計図書の閲覧 

設計図書は、入札情報サービスシステムに掲載します。 

なお、設計図書の閲覧が確認できない者が行った入札は無効とします。 
 

(4) 工事費内訳書の提出 

全ての入札参加者に入札書提出の際に工事費内訳書の提出を求めます。 

工事費内訳書を提出しないもの、記名が無いなど内容に不備がある工事費内訳書を提出し

た者が行った入札は無効とします。 

工事費内訳書が無効となる事由については、別紙のとおりとします。 

令和７年１２月１２日に公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律が施行された

ため、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工のために必要な

経費が記載された別記内訳書の提出を求めます。 

   なお、別記内訳書の記入がないもの、不備があるものが提出された場合、開札日当日中に

追加提出された場合のみ当面は無効とはなりません。 
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２ 指名競争入札 
 

設計金額（税込）が２００万円超、かつ１，０００万円未満で執行します。 

※工事内容等によっては、２００万円超、かつ１，０００万円未満であっても、条件付き一

般競争入札を実施する場合があります。 

地域性の高い業者選考に努めます。  

競争性を高め、１者入札を有効とします。  

※一定以上の競争性を確保した選考を行った場合に限ります。 

 

(1) 指名業者選考 

指名業者の選考は、発注する建設工事に該当する工種（※本市の競争入札参加資格者名簿

に登録されている工種に限ります。）の等級とともに、対象工事の施工地区、業者の施工実績

などを考慮して行います。 
 

(2) 設計図書の閲覧及び工事費内訳書の提出 

条件付き一般競争入札と同様とします。 
 

(3) 災害復旧工事に係る特例措置 

土木一式工事について、原則、設計金額（税込）３，０００万円未満での執行とします。 

また、本復旧工事における業者の選考については、早期復旧を図るため基準を緩和すると

ともに、対象工事の施工地区、当該工事に係る応急復旧工事の施工実績などを考慮して行い

ます。 

 

 

３ 技術者等の適正な配置 
 

適正な技術者及び現場代理人の配置を求めます。 

適正な技術者及び現場代理人の配置が確認できる書類の提出を求めます。 
 

(1) 営業所技術者及び特定営業所技術者（以下営業所技術者等という）の取扱い（建設業法 

 第７条第２号及び１５条第２号） 

営業所技術者等は、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされて

いることから、専任を必要とする主任技術者又は監理技術者及び現場代理人として建設工事

に配置できません。（建設業法第２６条の５における特例の場合を除く。） 

ただし、当該営業所と近接の工事で専任を必要としない主任技術者又は監理技術者として

の配置は可能です。 

（注）当初、専任を必要としなかった工事であっても、変更契約で専任が必要な請負金額に

なった場合には配置できなくなります。 

※「営業所における専任の技術者の取扱いについて」（平成 15 年 4 月 21 日国総建第 18 号）参照 
 

(2) 配置を予定している監理技術者等（主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。

以下同じ。）、担当技術者及び現場代理人の取扱い 

配置を予定している監理技術者等、担当技術者及び現場代理人（以下「配置予定技術者等」

という。）は、契約締結時点で入札参加条件を満たすこととします。（※参加資格確認審査時に
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記載された配置予定技術者等に限ります（その後の追加・変更は認めません）。適正な配置が

不可能となった場合は、指名停止等措置の対象となります。）ただし、参加資格確認審査時に

おいて他工事に配置されている場合は、別途誓約書等の提出を求めます。 

※事前審査型の場合は、参加資格確認審査時を入札参加申請時と読み替える。以下、同じ。 
 

(3) 主任技術者又は監理技術者の手持ち工事件数 

専任を要しない工事において、１人の主任技術者又は監理技術者が兼務できる公共工事件

数の制限は行っておりません。 

 

(4) 現場代理人の兼務の取扱い 

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事の施工及び契約関係事務に関

する一切の事項を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を

来たさないよう、工事現場への常駐（＝当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中特別な理

由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していること）が義務付けられています（工事契

約約款第１０条第２項）。 

ただし、以下の条件の全てに該当し、かつ、工事の取締り及び権限の行使に支障がなく、

発注者との連絡体制が確保されると認められる場合（※特記仕様書で兼務することが認めら

れた工事に限ります。）は、現場代理人の兼務を認めることとします。 

ア 工事現場の把握を常にできる状態であり、速やかに工事現場に戻ることができること。 

イ 発注者又は監督職員と常に携帯電話等で連絡が取れる体制であること。 

※現場代理人の兼務の取扱いに係る詳細については、『技術者配置 Q&A』を参照してください。 
 

(5) 配置予定技術者等の雇用関係の確認 

条件付き一般競争入札の配置予定技術者等は、入札書提出日を基準日とし、それぞれ下表

のとおり雇用関係を有することとします。 

 

入札方法 種別 継続雇用期間 

条件付き 

一般競争入札 

（事後審査型） 

監理技術者等 入札書提出日以前３か月以上 

担当技術者 入札書提出日以前３か月以上 

現場代理人 入札書提出日以前 

条件付き 

一般競争入札 

（事前審査型） 

監理技術者等 入札参加申請書提出日以前３か月以上 

担当技術者 入札参加申請書提出日以前３か月以上 

現場代理人 入札参加申請書提出日以前 

指名競争入札 

監理技術者等 開札日以前 

担当技術者 開札日以前３か月以上 

現場代理人 開札日以前 

随意契約 

監理技術者等 見積書提出日以前３か月以上 

担当技術者 見積書提出日以前３か月以上 

現場代理人 見積書提出日以前 

※総合評価方式、特定企業体（JV）工事の入札については条件付き一般競争入札（事前

審査型）にて行います。 
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※契約時に、下記のいずれかの書類の提出を求めます。 

 ・対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

 ・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し 

 ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し 

 ・その他、雇用関係が確認できるものの写し 

経営業務管理責任者は、専任を要する監理技術者等及び現場代理人として配置することは

できません。 

その他については、基本的に「監理技術者制度運用マニュアル」（最終改正 令和７年 1 月 28

日国不建第 147 号）に準じます。 

 

 

４ 入札参加条件（担当技術者） 
 

品質確保の観点から、入札参加に担当技術者の配置を求めます。 

契約時に、担当技術者選定通知書と雇用関係が証明できる書類の提出を求めます。 
 

(1) 舗装工事の入札参加条件 

舗装工事に係る打合せ及び発注者が指定する工程において１級又は２級舗装施工管理技術

者を担当技術者として施工現場に配置できることとします。なお、担当技術者については、 

条件付き一般競争入札（事後審査型）：入札書提出日 

条件付き一般競争入札（事前審査型）：入札参加申請書提出日 

指 名 競 争 入 札：開 札 日 

その基準日以前３か月以上の継続した雇用関係を有していることとします。（ただし、指名

競争入札については、本市の舗装・造園工事技術者名簿に登録されている者に限ります。） 

※発注工事が混在工事の場合は、舗装工事以外のものについても上記の条件を付すことがあります。 
 

(2) 造園工事の入札参加条件 

造園工事に係る打合せ及び発注者が指定する工程において１級又は２級造園技能士を担当

技術者として施工現場に配置できることとします。なお、担当技術者については、 

条件付き一般競争入札（事後審査型）：入札書提出日 

条件付き一般競争入札（事前審査型）：入札参加申請書提出日 

指 名 競 争 入 札：開 札 日 

その基準日以前３か月以上の継続した雇用関係を有していることとします。（ただし、指名

競争入札については、本市の舗装・造園工事技術者名簿に登録されている者に限ります。） 

※発注工事が混在工事の場合は、造園工事以外のものについても上記の条件を付すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

を基準日とし 

を基準日とし 
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５ 入札参加条件（施工実績） 
 

品質確保の観点から、入札参加業者・配置技術者の実績を考慮します。 

 

  (1) 高度な施工能力を求める場合 

  必要に応じて企業の施工実績・配置予定技術者の施工経験を求めます。 

   配置予定技術者については監理技術者、主任技術者、監理技術者補佐、現場代理人として

の経験を対象とします。 

ただし、監理技術者補佐、現場代理人としての経験の場合は、同種工事に携わった段階で、

配置予定技術者に求めている資格を有していたことが条件となります。 

 

(2) 法面処理工事の入札参加条件 

発注工種は、建設工事の種類の『とび・土工・コンクリート』とします。 

下記の通り入札参加資格者名簿作成時点の経営規模等評価結果通知書における『法面処理』

の実績（２年又は３年平均の完成工事高）を有する業者を対象とします。 

 

・ 一般競争入札  「設計金額以上の実績」（ただし、令和７・８年度においては、経過        

措置として「１,０００万円以上の実績」を有することを求める。） 

・ 指名競争入札  「実績を有すること」 

 

※災害復旧においては早期復旧を図るために応急復旧の状況等を考慮し、発注工種を『土

木一式』とする場合があります。 

 

 

６ 同一入札への参加制限 
 

(1) 系列会社の入札参加制限 

資本的（親会社と子会社、親会社が同一である子会社）・人的（役員を兼務している会社）

等、系列会社の同一入札への参加を制限します。 

上記の関係に該当する者が行った入札は無効とします。 

なお、条件付き一般競争入札においては、案件毎に「資本的関係又は人的関係に関する申

告書」の提出を求めます。 
 

(2) 組合組織の入札参加制限 

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する事業協同組合と当

該組合の組合員が、同一入札へ参加することを制限します。 

なお、組合が当該入札へ参加する場合は、案件毎に最新の組合員名簿の提出を求めます。 

 

 

７ 見積期間 
 

労働環境の改善等が図れるよう、土日等を含まない見積期間とします。 

※やむを得ない事情があるときは、見積期間を短縮する場合があります。 
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（スケジュール例） 

設計金額等 

一般競争入札 

指名競争入札 建築一式 及び 

5,000 万円以上 

5,000 万円未満 

（建築一式除く） 

公告・通知 月曜 公告 金曜 指名通知 

開札日 
公告日の４週間後の 

水曜日 

公告日の３週間後の 

水曜日 

指名通知の４週間後の 

火曜日 

   ※「建築一式」については、設計金額が４億円以上の場合は２週間、１６億円以上の場合

は３週間、通常よりも見積期間を延長します。 

※「建築一式」以外の営繕工事については、設計金額が２億円以上の場合は１週間、通常

よりも見積期間を延長します。 

※祝日の有無等、このスケジュール例によらない場合があります。 

   ※大規模工事など、案件の内容等により見積期間を延長する場合があります。 

 

 

８ 最低制限価格等   

 建設工事の入札における最低制限価格は、設計金額に下記設定率をランダムで乗じ算出され

ます。（※調査基準価格についても同様の算出方法となります。失格基準価格については、調

査基準価格の９０％） 

・建築一式以外  ９１％から９３％までの範囲内 

・建 築 一 式  ９３％から９５％までの範囲内 

 

 

９ 積算内訳の事後公表  
 

予定価格 200 万円を超える建設工事について、契約締結後、積算内訳を公表いたします。

ただし、その後の入札に支障をきたすおそれのある工事については、積算内訳を非公表とす

る場合があります。 

【公表方法】 入札情報サービスの入札結果に積算内訳を追加公表 

【公表時期】 落札決定日の翌日から起算して 5日（土日等を除く。）を超える 

最初の月曜日 16時頃 

【公表内容】 工事区分、工種等の数量及び金額等、並びに、共通仮設費等の金額等 

 なお、積算内訳の公表方法については、契約課（20-5277） 

 公表内容については、発注課及び技術管理課（20-5172） 

にお問合せください。 

 

１０ 社会保険等未加入業者への取組み 
 

予定価格 200 万円を超える建設工事については、原則、一次下請業者は法令に基づき必要

な社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）に適切に加入している業者に限定する

こととします。違反した場合は、元請業者を指名停止等措置の対象とします。 
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１１ 情報共有システム 
 

入札条件に「情報共有システム」（土木工事特記仕様書に記載）が付されている場合は、「福

井市情報共有システム運用ガイドライン」に沿って情報共有システムを利用することとします。 

なお、情報共有システムの運用については、技術管理課（20-5172）にお問合せください。 

 

 

１２ 総合評価方式競争入札 

福井市では、工事の品質確保・向上を図ることを目的として、価格と価格以外の要素を総

合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を導入しています。なお、同方式適用の工事

は、平成３０年１０月１日より低入札価格調査制度の対象となっています。 

工種毎の設計金額による区分を以下のとおりとし、施工業者及び配置技術者の技術力・施

工経験等が重要と判断する工事を選定し実施します。なお、総合評価方式を適用することが

適切と考えられる工事については、工種及び基準設計金額に関わらず、総合評価方式を適用

することとします。 

工 種 基準設計金額（税込） 

土 木 一 式 １億円以上  

建 築 一 式 ２億円以上  

舗 装 ５千万円以上  

管（本管工事以外） ５千万円以上  

管（本管工事） １億円以上  

電 気 ５千万円以上  

機 械 器 具 ５千万円以上  

解 体 ※対象工作物の建設工種の基準設計金額 

※「対象工作物の建設工種の基準設計金額」とは、例えば、建築物の解体の場合、建築一式

の２億円以上となります。 

 

 

１３ 福井県電子入札システムの共同運用 
 

福井市では、条件付き一般競争入札及び指名競争入札において、福井県電子入札システム

の共同運用を実施しており、入札に際しては、電子入札システムに対応した認証局が発行す

るＩＣカードを利用した認証方法により対応していただくこととなります。 

そのため、電子入札システムに対応できるパソコン、周辺機器の設定、ＩＣカード等の環

境の整備が必要となります。 

詳細はこちら（福井県ＨＰ  https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/ebid-pc.html） 
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１４ 週休２日制促進工事の実施  
 

原則、すべての工事において「週休２日制促進工事」の対象とします。 

特記仕様書に明示した週休２日に満たないときは、減額変更となる場合があります。 
 

現場閉所の報告に虚偽があった場合や、促進工事に取り組む意思を表したにもかかわらず、

特段の理由なしに取り組まなかった場合等、明らかに悪質な行為が認められた場合は、元請

業者を指名停止等措置の対象とする場合があります。 

なお、週休２日制促進工事の詳細については、技術管理課(20-5172)にお問合わせください。 

 

 

１５ 電子契約の推進  
 

設計金額 200 万円を超える建設工事においては、原則電子契約とします。 

電子契約の手続き方法等につきましては、電子契約利用申出書をご確認ください。 

 

紙契約を希望する場合は、ご希望の旨の電話連絡をいただいた場合のみ、紙契約書のご準

備を致しますので、落札決定後、速やかに（できるだけ当日中に）電話でご連絡ください。 

 

令和 8年 1月より、設計金額 200 万円以下の建設工事についても電子契約（請書）の対象

となりました。 

電子契約を希望する場合は、発注依頼を受けた後、速やかに電子契約申出書（小額工事）

を発注課へご提出ください。 


